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千葉大学での教育研究活動における COVID-19対策  

2022/4/1現在 

（2021/10/1版からの修正部分は赤字） 

1 自宅での注意点 

1.1 毎日健康観察を行い、風邪症状があれば自宅で療養すること。 

発熱(37.5 度以上もしくは平熱+1.0 度を目安とする)、感冒症状(悪寒、咽頭痛、筋肉痛、関節

痛、頭痛、嘔吐・下痢等)、呼吸器症状（咳、息切れ等）、倦怠感、味覚・嗅覚の異常などがある場

合 (参考資料；症状について)には、入構せず総合安全衛生管理機構へ報告すること。必要に応

じて、医療機関へ受診すること。 

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html → 公欠・特別休暇 

千葉県発熱相談医療機関→ https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/hatsunetsu.html 

1.1.1 上記の症状がある場合、家庭内感染予防対策を行うこと。（参考資料 家庭内感染予防対策に

ついて） 

1.1.2 学生寮入寮学生が症状を発した場合、自身の部屋で療養すること。 

1.2 家族等同居人に風邪症状がある場合 

1.2.1 自宅内で家庭内感染予防対策を行うこと。（資料 家庭内感染予防対策について） 

1.3 保健所等から濃厚接触者である旨、連絡があった場合。 

1.3.1 その事実を速やかに総合安全衛生管理機構へ報告し、指示のあった期間自宅待機すること。 

1.3.2 COVID-19 診断のための検査（PCR 検査、抗原検査）を受けたこと、また、その結果を、速やか

に総合安全衛生管理機構へ報告すること。 

1.3.3 濃厚接触者の定義（2022年 3月現在） 

「濃厚接触者」とは、陽性者の発症日の 2 日前から、診断後に隔離開始されるまでの間（感染可

能期間内）に陽性者と接触した者のうち、次の範囲に該当するもの 

 患者と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があったもの 

 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、マスクなどの必要な感染予防策な

しで、「患者」と 15分以上の接触があったもの（周辺の環境や接触の状況等個々の状況から

患者の感染性を総合的に判断する） 

 適切な感染防護無しに患者を診察、看護若しくは介護していたもの 

 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高いもの 

2 COVID-19患者発生時の対応 

2.1 COVID-19 と診断された学生教職員は、速やかに総合安全衛生管理機構に連絡する

こと。 

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html
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http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html  

2.2 患者が発生した場合、総合安全衛生管理機構は必要な情報収集と、部局対策本部と本部危機対策

本部への情報提供を行い、感染拡大防止対策をとること。部局対策本部は保健所等行政からの指示

を確認し、それに従い、対策を行い、状況を本部へ報告すること。 

3 行動上の注意 

3.1 移動、出張や海外渡航・旅行等 

3.1.1 県外への移動・海外渡航については、原則として、行政の要請に従うこと。 

3.1.2 演習・実習等の移動、業務での移動については十分に感染対策を行い実施すること。 

3.1.3 海外渡航については、原則として新型コロナウイルスワクチンが所定の回数接種済みであること

を確認し、渡航国の感染症関連法令・検疫ルールに従うこと。 

3.2 海外から入国した時 

3.2.1 入国後検疫のルールに従って 、入構禁止期間を定める 。  (公欠 ・病気休暇 )            

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00144.html 

3.2.2 各部局は帰国者の健康観察を行い、風邪症状が見られた場合には、総合安全衛生管理機構に

報告すること。 

3.3 感染拡大に警戒が必要な地域・期間においては、大人数（4 人以上）での飲食およびマ

スクを外しての接触を避けること。（参考資料；会食マナー） 

3.4 感染リスクを上げる行動を避けること。（参考資料；3密を避けよう参考資料 5つの場面） 

3.5 外出から帰宅後は、手洗い等の衛生活動を励行すること。 

3.6 感染リスクを上げる 5つの場面を避けるよう注意を払うこと。（） 

4 大学構内 

4.1 建物内では原則としてマスクを正しく着用すること。 

4.1.1 可能な限り使い捨て不織布マスクを着用すること。 

4.1.2 使い捨て不織布マスクの着用が困難な場合（もしくは場面に応じて）、布マスクを着用すること。 

4.1.3 合理的配慮が必要な場合を除き、フェイスシールド・マウスシールドの単独着用は認めない。 

4.1.4 屋外であっても混雑している場所は同様とする。 

4.1.5 歩行時、運動時などは、屋外や距離を取れる環境で、熱中症リスクなど他の要因を考慮し、適宜

脱着すること。 

4.2 登校時、出勤時等、適切なタイミングで手洗いを励行すること。（参考資料；手洗いについて） 

4.3 3密を避け、ゼロ密を心がけること。（参考資料；3密を避けよう） 

4.4 屋内では十分な換気を行うこと。 

（参考上手な換気の方法～オフィス・店舗編～ダイキン工業 

https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/office/） 

4.4.1 原則として、屋内では 2 か所以上の窓や扉を開け、サーキュレーター等を活用して、適切な換気

http://hschome-gw.hsc.chiba-u.ac.jp/2020bodysymptoms.html
https://www.daikin.co.jp/air/life/ventilation/office/
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を常時行うこと。 

4.4.2 窓の常時開放が困難な場合には、30分に 1回窓を全開にして 10分換気を行うこと。 

4.4.3 講義中の講義室などでは、適宜 CO2 モニターを利用し、CO2 濃度が 1000ｐｐｍ以下になるよ

うに換気をすること。 

4.4.4 24時間換気システムを利用する場合、フィルターの点検清掃交換を定期的に行うこと。 

4.5 流行期には COVID-19 の重症化リスクをもつ学生・教職員にメディア授業・在宅勤務への移行を配

慮すること。 

5 講義室（参考資料；講義室・共用施設での感染対策） 

5.1 文部科学省から大学等に発出された通知等を参照し、適切な感染予防対策を行うこと。 

大学・大学院・高専に関する情報：文部科学省 (mext.go.jp) 

5.1.1 体調不良者には帰宅する様に指導すること。 

5.1.2 室内では十分な換気を行うこと。(4.4参照) 

5.1.3 講義室の定員を勘案し、適切な身体的距離が保てる座席配置、座席指定を行うこと。 

5.1.4 講義室内では原則として不織布マスクを適切に着用すること。 

5.1.5 講義中の講義室などでは、適宜 CO2 モニターを利用し、CO2 濃度が 1000ｐｐｍ以下になるよ

うに換気をすること。 

5.1.6 患者発生時には、共用物の消毒・拭き掃除を行うこと。（参考資料：消毒について） 

5.1.7 流行が拡大した場合、メディア授業への移行を検討すること。 

6 研究室・実験室（参考資料；研究室での感染対策、感染拡大防止と研究活動の両立のために） 

6.1 文部科学省から大学等に発出された通知等を参照し、適切な感染予防対策を行うこと。(5.1参照)。 

6.1.1 体調不良の学生は帰宅させ、自宅で療養するのように指導すること。 

6.1.2 流行状況や研究室・実験室内の混雑を勘案し、オンラインでの指導等を併用すること。 

6.1.3 指導教員は、学生の健康管理に配慮し、行政からの外出自粛要請等に基づき時差登校・オンラ

イン指導、3 密を避ける研究計画、学生の健康管理に配慮した研究計画など、学生の感染予防

に努めること。 

6.1.4 特に、実験室では、窓全開・ドラフトの稼働など実験に支障のない範囲で、換気に努めること。 

6.1.5 研究室内での飲食は、飛沫感染防止のため、黙食を厳守し、時差・場所の分散に

努めること。 

6.1.6 実験室内におけるアルコール消毒の際は火気に注意すること。 

7 学生実習（教育、病院、介護など） 

7.1 各部局で感染症対策を立案すること。 

7.1.1 学生は指導教員の感染症対策に関する指示を遵守すること。 

7.1.2 実習に参加する学生教職員は、原則として新型コロナウイルスワクチンが所定の回数接種済み

であること。 

7.1.3 実習開始前および実習期間中は、厳重に健康観察を行い、体調不良の場合実習に参加させな

いこと（公欠）。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00016.html
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7.2 実習受け入れ先の感染症対策を遵守し、実習等の実施にあたって対策を十分に協議すること。 

7.3 COVID-19患者発生時には速やかに実習機関と連携して感染拡大予防に努めること。 

8 野外実習・宿泊を伴う実習等（参考資料：宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン

https://www.ryokan.or.jp/top/news/detail/427） 

8.1 各部局で感染症対策を立案すること。 

8.1.1 学生は指導教員の感染症対策に関する指示を遵守すること。 

8.1.2 実習に参加する学生教職員は、原則として新型コロナウイルスワクチンが所定回数接種済みで

あること。 

8.1.3 実習開始前および実習期間中は、厳重に健康観察を行い、体調不良の場合実習に参加させな

いこと（公欠）。 

8.2 担当教員は、実習地の流行状況を確認し、感染拡大の恐れがある場合には、計画の変更や中止を検

討すること。 

9 事務室等の居室（参考資料職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト

https://www.mhlw.go.jp/content/000657665.pdf） 

9.1 整理・整頓・掃除・清潔・しつけの 5S活動を促進し、感染予防に適した環境形成に務めること。 

9.2 在宅ワーク・時差出勤などを促進し、3密を避けること。 

9.3 事務室内では不織布マスクを正しく着用すること。 

9.4 事務室内の換気を十分に行い、適宜 CO2 モニターを利用し、CO2 濃度が 1000ｐｐｍ以下になるよ

うに換気をすること。 

9.5 手洗いを励行し、適宜、共用部分の拭き掃除を行うこと。 

10 共有スペース（学習室・図書館・音楽棟・工房等） 

10.1 各部局で感染予防対策を立てること  

10.1.1 座席の間引き、人数制限などで 3密を避けること。 

10.1.2 定期的に清掃や拭き掃除を行い清潔を保つこと。 

10.1.3 利用者は、各部局の示す感染症対策を遵守し利用すること。 

10.1.4 その他、活動の内容に応じて必要な感染症対策を適宜講じること。 

→ 文化庁 新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html#inf

o10 

 

11 体育施設 

11.1 利用者は学生支援課が示す感染症対策を遵守し利用すること。 

11.2 競技・種目などにより、競技団体が示す感染予防対策に則り、練習や競技を行うこと。 →  

スポーツ庁 スポーツ関係の新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00021.h

tml 

12  飲食関連 

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html#info10
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/sonota_oshirase/20200206.html#info10
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12.1 感染拡大防止が特に必要な地域・期間（緊急事態宣言下、まん延等防止措置期間等）

においては、複数人での（4人以上）マスクを外しての飲食・遊興を自粛すること。 

12.2 外食や遊興する店舗は、感染対策について行政の認証を受けた店舗を利用すること。 

12.3 感染拡大防止が特に必要な地域・期間においては、換気が悪い場所（個人宅・下宿・寮の部屋・感染

対策を行っていない店舗など）で複数人が集まり、マスクをせず懇談したり、食事をしたりは避けること。 

12.4 構内事業者の感染予防対策は学生支援課が取りまとめること。 

12.5 講義・業務などに差し支えない範囲で、時差で昼休みがとれるように配慮すること。 

12.6 学生・教職員は、流行状況に応じて会食の是非について十分に検討すること。 

13 課外活動  

13.1 学生支援課が課外活動団体の感染症対策を取りまとめること。 

13.1.1 団体構成員の罹患および行政の要請等に従い、活動の停止を求めることがある。 

13.1.2 活動の内容に合わせ、競技団体・行政のガイドラインに従って活動すること。 

13.1.3 対面活動の際には、参加者名簿(連絡先)を作成し、各団体で適切に管理すること。 

13.1.4 対面活動の際には、団体ごとに健康観察記録を管理すること。 

13.1.5 学外者の参加があるイベント等（対外試合、発表会等）を行う場合には、特に準備期間から感

染予防対策に努めること。 

13.2 感染拡大防止が必要な地域・期間においては、課外活動団体単位の複数人での（4 人

以上）マスクを外しての飲食・遊興を自粛すること。 

14 イベント開催 

14.1 大学の開催方針に従うこと。 

15 消毒について 

15.1 共用物品の消毒・拭き掃除は、物品の特性に合わせて適宜行うこと。（参考資料：消毒について） 

15.2 消毒用アルコールは火気厳禁なので注意する、次亜塩素酸(ハイターなど)は吸入すると肺障害を起

こすので、換気をするなど、使用上の注意を守ること。 

16 メンタルヘルス不調の相談について 

16.1 学生が相談可能な窓口 

16.1.1 学生相談ホットライン(外部)  http://www.chiba-u.ac.jp/hotline/hotline.html 

16.1.2 学生相談室（学生支援課） メールアドレス： gsoudanアットマーク office.chiba-u.jp 

16.1.3 メンタルヘルス相談室（総合安全衛生管理機構） kokoro-hscアットマーク chiba-u.jp 

16.2 教職員が相談可能な窓口 

16.2.1 メンタルヘルス相談室（総合安全衛生管理機構） kokoro-hscアットマーク chiba-u.jp 

17 その他 

17.1 体調不良者への指導、感染症対策の具体的な内容については、総合安全衛生管理機構で相談可能。

→ 連絡先 E-mail info-hscアットマーク office.chiba-u.jp 

http://www.chiba-u.ac.jp/hotline/hotline.html
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17.2 構内で体調不良者が出た場合には、速やかに各地区保健室へ電話連絡すること。 

18 参考とするWebサイト 

18.1 内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策 https://corona.go.jp/ 

18.2 文 科 省  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス に 関 連 し た 感 染 症 対 策 に 関 す る 対 応 に つ い て 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html 

18.3 厚生労働省  

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

18.4 千葉大学 新型コロナウイルス感染症への本学の対応について 

http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/2020covid-19/index.html 

18.5 総合安全衛生管理機構 http://hschome-gw.hsc.chiba-u.jp/ 

  

https://corona.go.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/2020covid-19/index.html
http://hschome-gw.hsc.chiba-u.jp/
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